
議案第３８号  

 

   西宮市立山東自然の家条例の一部を改正する条例案に関する意見決定の件 

 

 西宮市長が西宮市立山東自然の家条例の一部を改正する条例を制定するに当たり、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき提示すべき意見につい

て、別紙のように決定する。 

 

  令和６年 11月 13 日提出 

 

西宮市教育委員会     

教育長 藤 岡 謙 一  
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（別 紙）  

    

  西宮市立山東自然の家条例の一部を改正する条例案に関する意見 

 

西宮市立山東自然の家条例の一部を改正する条例の制定については、異議ありませ

ん。 

 

  令和６年 11月 13 日 

 

西宮市教育委員会  
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               西宮市条例第  号  
 
   西宮市立山東自然の家条例の一部を改正する条例 
 
 西宮市立山東自然の家条例（昭和６３年西宮市条例第５８号）の一部を次のように改正

する。 
 別表中 
「 

１人１泊につき６００円 
１人１泊につき１，２００円 

                」 
を 
「 

１人１泊につき６５０円 
１人１泊につき１，３００円 

                」 
に改める。 
 
   付 則 
１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。 
２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用

に係る使用料について適用し、施行日前の使用（施行日の前日に宿泊した場合の使用を

含む。）に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

(参考) 

〇提案理由 

  西宮市施設使用料指針に基づき、使用料を改定するため。 
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西宮市立山東自然の家条例新旧対照表 

 

現行 改正後 

別表（第７条関係） 

種別 区分 使用料 

宿 泊

す る

場合 

宿 泊

室 

１８歳未満又

は委員会規則

で定める者 

１人１泊につき 

６００円 

その他の者 
１人１泊につき 

１,２００円 

テントサイト 
１人１泊につき 

３００円 

宿 泊

し な

い 場

合 

／ １人につき３００円 

備考 

１ 西宮市内若しくは朝来市内に住所を有する者又

は西宮市内若しくは朝来市内を所在地とする事業

所に勤務する者若しくは学校に在学する者以外の

者が使用する場合の使用料は、この表に定める使

用料の額に１０割を加算した額とする。 

２ 本表に掲げる年齢は、使用開始日の属する年度

の初日におけるその者の年齢とする。 

  

別表（第７条関係） 

種別 区分 使用料 

宿 泊

す る

場合 

宿 泊

室 

１８歳未満又

は委員会規則

で定める者 

１人１泊につき 

６５０円 

その他の者 
１人１泊につき 

１,３００円 

テントサイト 
１人１泊につき 

３００円 

宿 泊

し な

い 場

合 

／ １人につき３００円 

備考 

１ 西宮市内若しくは朝来市内に住所を有する者又

は西宮市内若しくは朝来市内を所在地とする事業

所に勤務する者若しくは学校に在学する者以外の

者が使用する場合の使用料は、この表に定める使

用料の額に１０割を加算した額とする。 

２ 本表に掲げる年齢は、使用開始日の属する年度

の初日におけるその者の年齢とする。 
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